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利 用 上 の 注 意 

 

 

 

本調査結果は、国が集計及び公表した平成２８年経済センサス‐活動調査の「産業横 

断的集計」の確報集計結果について、鳥取県の事業所数、従業者数、企業数、売上金額 

などを取りまとめたものです。 

調査結果の詳細については、総務省統計局ホームページをご覧ください。 

http://www.stat.go.jp/data/e-census/2016/index.html 
 

 

 

１ 調査の目的 

経済センサス‐活動調査は、我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動

の実態について、全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする。 

 

２ 調査の根拠法令 

統計法（平成１９年法律第５３号）に基づく基幹統計調査 

 

３ 調査期日 

平成２８年６月１日 

 

４ 調査対象 

全国すべての民営の事業所及び企業が対象 

（農林漁業に属する個人経営の事業所、家事サービス業を除く） 

 

５ 調査事項 

事業所及び企業の所在地、従業者数、事業の内容、売上金額、費用総額など 

 

６ 本調査結果について 

本調査結果において、事業所数、従業者数などの経理事項以外の事項は、平成２８年

６月１日現在の数値である。また、売上金額、費用総額などの経理事項は、平成２７年

１年間の数値である。 

なお、前回比較は、平成２４年経済センサス‐活動調査と行っているが、２４年調査

の事業所数、従業者数などの経理事項以外の事項は、平成２４年２月１日現在の数値で

ある。また、売上金額、費用総額などの経理事項は、平成２３年１年間の数値である。 
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７ 用語の説明 

（１）事業所は、経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の要件を備えて

いるものをいう。 

① 一定の場所（一区画）を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動が行われている

こと。 

② 従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われている

こと。 

なお、出向・派遣従業者のみの事業所は、当該事業所に所属する従業者が１人もおら

ず、他の会社など別経営の事業所から出向又は派遣されている人のみで、経済活動が行

われている事業所をいう。また、事業内容等不詳の事業所は、事業所として存在してい

るが、回答不備等で事業内容が不明の事業所をいう。 

（２）従業者は、平成２８年６月１日現在で当該事業所に所属して働いている人をいい、他

の会社など別経営の事業所へ出向又は派遣している人も含まれる。 

なお、当該事業所で働いている人であっても、他の会社など別経営の事業所から出向

又は派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与を支給されていない人は、従業者

に含めない。 

（３）経営組織は、「個人」「会社」「会社以外の法人」「法人でない団体」に分けている。 

① 「個人」は、個人が事業を経営している場合をいう。 

② 「会社」は、株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社、合同会社及び

外国の会社をいう。 

③ 「会社以外の法人」は、法人格を有する団体のうち、「会社」を除く法人をいう。 

④ 「法人でない団体」は、法人格を持たない団体をいう。 

（４）企業は、経済活動を行う「個人」、「会社（外国の会社を除く）」及び「会社以外の法

人」の本所と支所を含めた経営組織全体をいう。 

なお、単独事業所の場合は、その事業所だけで企業とする。 

（５）売上金額は、商品等の販売額又は役務の提供によって実現した売上高、営業収益、完

成工事高などをいう。有価証券、土地・建物、機械・器具等の有形固定資産など、財産

を売却して得た収入は含めない。 

なお、「金融業，保険業」の企業、「会社以外の法人」及び「法人でない団体」の場合

は、経常収益としている。 

（６）費用総額は、売上金額に対応する費用（売上原価＋販売費＋一般管理費）をいう。 

なお、「金融業，保険業」の企業及び「会社以外の法人」の場合は、経常費用として

いる。 

（７）付加価値額は、企業の経済活動によって新たに生み出された価値（売上金額－費用総

額＋給与総額＋租税公課）をいう。 

（８）事業所の産業分類は、事業所の売上金額や主な事業の種類（平成２７年１年間の売上

金額の最も多いもの）により、日本標準産業分類に基づき分類している。 
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（９）企業の産業分類は、本所及び支所を含めた企業全体の売上金額や主な事業の種類（平

成２７年１年間の売上金額の最も多いもの）により、日本標準産業分類に基づき分類し

ている。 

 

８ 記号及び注記 

（１）各項目の数値は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場

合がある。 

（２）皆無、該当数値がないもの及び分母が０のため計算できないものは、「－」とした。 

（３）四捨五入により数値が表示単位未満のものは、「０」で表した。 

（４）数値が減少及びマイナスのものは、「△」で表した。 

（５）集計対象となる事業所（企業）が１または２であるため、集計結果をそのまま公表す

ると個々の報告者の秘密が漏れるおそれがある場合に、該当箇所を「Ｘ」として秘匿し

た。また、集計対象が３以上の事業所（企業）に関する数値であっても、合計との差引

きで、集計対象が１または２の事業所（企業）の数値が判明する箇所は「Ｘ」とした。 


